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付属資料５．環境予備調査結果

　ドミニカ共和国の環境政策・行政及び本格調査に係る環境予備調査を実施した。その結果、本

格調査のＦ／Ｓ段階において、ドミニカ共和国の環境・天然資源法（Ley General sobre Medio

Ambiente y Recursos Naturales: Ley NO.6418-2000 ）に従って環境影響評価を実施することが必

要である。

５－１　環境の行政・組織の現状

　長年の懸案であった包括的な環境・天然資源法（Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos

Naturales: Ley NO.6418-2000）は、2000 年７月 25 日国会で承認され、2000 年８月 18 日から施

行されている。

　この環境・天然資源法の制定に伴い環境行政を一元的に司る環境・天然資源省

（ＳＥＭＡＲＥＮＡ：SECRETARIA DE　ESTADO　MEDIO　AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES）が発足した。しかし、2000年９月６日の調査時ではその組織は発足したばかりで

あり、図５－１のような組織・人事は確定しているものの機能するには至っておらず、部局の役

割分担も明確になっていない。関係者からのヒアリングによればそれぞれの部局の組織体制を確

立し機能するには半年を要するとのことである。したがって、本格調査の実施時には、その組織

体制を再確認する必要がある。
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　事前調査段階で入手した概要は次のとおりである。環境・天然資源省は、これまで11の政府機

関に分散していた機能を統廃合し、６つの次省と２つの調整局に再編成したもので環境と天然資

源の管理を一元的に行う。

統廃合以前の既存機関名

環境保護庁
（Ins t i tu to  Nac iona l  de  P ro tecc ion
Ambiental）

森林資源庁
（Instituto Nacional de Recursos Forestales）

旧水利庁（ＩＮＤＲＨＩ）の50％

旧公共事業省
（Direccion de Corteza Terrestre,Secretaria
de Obras Publicas ）

旧大統領府国立公園局
（Direccion de Parques Nacionales ）

国立植物園
（Jardin Botanico Nacional）

国立動物園
（Parque Zoologico Nacional）

国立水族館
（Acuario  Nacional）

国立歴史自然博物館
（Museo  Nacional de Historia Natural ）

旧大統領府国立公園局（Direccion de
Parques Nacionales ）の一部

旧農務省天然資源次省
（Sub-Secretaria de Recursos Naturales）

大統領府計画局環境部
（Departanto de Medio Ambiente,Oficina
Nacional de Planificacion）

現行機関名

環境管理次省
（Sub-Secre ta r i a  de  Ges t ion
Ambiental）

森林資源次省
（Sub-Secretaria de Recursos
Forestales）

水土次省
（Sub-Secretaria de Suelos y Agua）

保護地域・生物多様性次省
（Subsecretaria de Areas Protegidas
y Biodiversidad ）

沿岸海洋資源次省
（Sub-Secretaria de Suelos y Agua）

天然資源次省
（Sub-Secretaria de Recursos
Naturales）

国家環境政策調整局
（Coordinador Nacional Proyecto de
Politicas Nacionales de Medio
Ambiento）

国家環境保全管理局
（Procuraduria para la Defensa del
Medio Ambiente）

機　能

環境影響評価
産業及び観光事業のモニタリ
ング

３つの局（開発局、保護局、森
林政策局）から構成され、森林
資源管理を行う。

国土の水土保全機能の回復と
管理

保護地区（国立公園、科学保全
区）の管理

海洋資源管理、エコツーリズ
ム等

天然資源の保全と環境教育

環境政策の調整

環境保全の管理

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12
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　なお、ここでは環境・天然資源省の発足（2000年８月）以前の環境関連組織とその業務・活動

内容を紹介する。今回の環境・天然資源省発足以前は、各省庁が環境関連部署をもち、全省庁に

共通する問題のみを大統領府計画局環境部（ＯＮＡＰＬＡＮ：DEPTO, Medio Ambiente）が扱っ

ていた。

（1）環境保護庁（ＩＮＰＲＡ：Instituto Nacional de Proteccion Ambiental）

　1998年６月に設立され、大気汚染・水質汚濁・騒音などの産業活動や都市生活に伴う環境全

般を統括的に管理する。また、これらの分野に係る環境政策を計画・立案する。

　環境に負の影響を与える事業活動に対する環境影響評価（ＥＩＡ）の必要性や評価の妥当性

に関する判断などを行う権限を有する。

－業務：環境政策、戦略、関係機関との調整。

－活動内容：環境影響評価の審査、モニタリング、環境に関する規定の策定。

（2）森林資源庁（ＩＮＡＲＥＦ：Instituto Nacional de Recursos Forestales）

　森林資源庁は、森林総局（ＤＣＧ）と国家森林技術委員会（ＣＯＮＡＴＥＦ）が合体し、1999

年 12 月に設立された。

－業務：森林の保全、保護及び管理。

－活動内容：森林開発事業の査定及び植林苗の95%を生産し主要な流域を対象として植林を

実施している。

　ドミニカ共和国では、1967年以降、一切の森林伐採が禁止され、軍の監視の下に厳しい規制

が行われてきた。そのため、森林の合理的な利用や持続可能な管理という森林政策は採用され

ずにきた。森林資源庁（ＩＮＡＲＥＦ）の成立により、そうした伐採禁止措置を正式に解除し、

森林保全と持続可能な管理を推進する組織が設立された。

（3）水利庁（ＩＮＤＲＨＩ：Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos）

　流域の水資源の保全・利用・管理を行っている。流域管理としては、ダムや灌漑用排水施設

の建設・維持管理、流域管理の視点から植林事業・アグロフォレストリー・地域住民の研修・

訓練なども事業として実施している。

　なお、水利庁流域管理部は、1991年計画部のプログラム発足後1997年流域管理事務所（Office

of Watershed Management）に昇格した。

－業務：ニザオ川、ラス・クエバス、マオ川等の５つの流域保全及び監視。

－活動内容：ニザオ川等の流域保全計画調査や土壌保全、植林、住民へのトレーニング等の

事業を実施している。
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（4）大統領府国立公園局（ＤＰＮ：Direccion de Parques Nacionales）

　1976年に局として発足した。自然的・文化的価値のある遺産を保護・保全することを目的と

して国立公園及び科学保全地区等の管理を実施している。

－業務：自然資源の豊富な地域、歴史的地域、レクリエーション地域の保全・管理など。

－活動内容：32 の国立公園及び４の科学保全区等の指定保全地域の保全・管理など。

（5）農務省天然資源次省（ＳＵＲＥＮＡ：Subsecretaria de Recursos Naturales）

　天然資源の保全と環境教育を目的とするために、1965年に設立された。現在、次の５つの部

門からなる。天然資源インベントリー部、野生生物部、漁業資源部、土壌保全部、環境教育部、

天然資源の地域部。

・インベントリー部：

－業務：環境情報の整理。

－活動内容：土地利用等の環境情報についてのＧＩＳを用いて整理を行っている。

・野生生物部門：

－業務：野生生物の保全と開発計画との調整。

－活動内容：国鳥であるシグア・パルメラ（Cigua Palmera[Dulus dominicus]）や野生動

物（Solewodoute、Jutia 等のねずみの一種）の保護。ワシントン条約に関する業務の

遂行。

・環境教育部：

－業務：環境教育の実施。

－活動内容：農民、学生、教育者などに対する環境教育の実施。農家に対する農薬使用

法の教育・啓発。

　そのほかに農務省天然資源局のなかに水産資源部、土壌保全部がある。

（6）大統領府計画局環境部（ＯＮＡＰＬＡＮ：Departanto de Medio Ambiente,Oficina Nacional de

Planificacion ）

　1965年に環境計画部門として設立された。現在に至っている。計画局環境部には環境保全及

び天然資源の２つの部門がある。

－業務：環境政策の立案並びに他の関連機関との調整（公共部門と民間部門の環境関連業務

の調整を含む）。

－活動内容：環境・天然資源法や基準の作成。産業排水の指導・監督。



－ 86 －

５－２　環境法制度の現状（環境関連法規と環境影響評価）

５－２－１　環境関連法規

　環境影響評価を包含した環境・天然資源法（Ley General sobre Medio  Ambiente y Recursos

Naturales）は 1995 年３月に国会に上程され、審議中であったが 2000 年７月 25 日ようやく国会

で承認され、2000 年８月 18 日から施行の運びとなった。また、これに先立って同国で整備され

ている環境関連法は、野生動物の保護、国立公園・保全指定地域の保全、産業排水の排出規制、

農薬の使用等に関するものである。

　国際条約については、ワシントン条約は批准しているがラムサール条約は批准していない。

５－２－２　環境影響評価

（1）環境・天然資源法の制定以前

　この環境・天然資源法の制定に先立って1998年６月５日、大統領府令216－ 98により環

境保全を行うために、環境保護庁（ＩＮＰＲＡ）が設立された。2000年６月に定められた技

術規定（PTO－001 Reglamento Tecnico Operativo）のなかで同庁が環境影響評価を担当する

ことが定められた。

　ＩＮＰＲＡは環境影響評価の一般手続きを PTO － 002 Procedimento Estandarizado de

Evaluaciones Ambientetales で 2000 年６月に定めている。これによれば、環境影響評価は何

らかの形で天然資源、環境、住民の健康や精神衛生に影響し得る公的機関及び民間によるプ

ロポーザル、プロジェクト、又は特別なケースとして実施の活動に適用される。この措置の

適用判断はＩＮＰＲＡの環境影響評価部が行う。要するに環境に負の影響が予測されるプロ

ジェクトは、環境報告（ＩＡ）及び環境影響評価（ＥＩＡ）を実施する必要がある。

　図５－２は環境報告（ＩＡ）及びＥＩＡのフローを示している。

　環境報告（ＩＡ）とＥＩＡではスコーピングの範囲が異なっており、環境報告（ＩＡ）は

簡略化された報告書であるのに対して、ＥＩＡはより詳細な分析調査を行うものである。

ＥＩＡは、ＥＩＡ手引書に基づいて国内外のコンサルタント会社が実施し、ＩＮＰＲＡの審

査を仰ぐことになる。

　環境ライセンスを要する活動のプロモーターはＩＮＰＲＡの事務所にそのライセンスを申

請する。ＩＮＰＲＡは事前分析を行い、環境調査の必要性の有無を指示する。事前分析に

よって詳細なＥＩＡが必要か、又は、環境報告（ＩＡ）と呼ばれる半詳細な調査が必要か決

定すると定めている。表５－１では環境報告（ＩＡ）あるいはＥＩＡが必要となるプロジェ

クトのカテゴリーを示している。このカテゴリー分類によれば、本件はＥＩＡ対象のプロ

ジェクトになると思われるが明示されていない。
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（1）環境報告用プロジェクト

a）アグロインダストリー（小規模）

b）送電

c）小規模潅漑、排水

d）再生可能エネルギー（水力発電用ダム以外）

e）農村電化

f）観光

g）農村の下水処理・給水施設

h）河川流域プロジェクト（管理とリハビリ）、保護地区、生物多様性の保全

i）高速道路、農村道のリハビリとメインテナンス

j）既存工場施設のリハビリ・改良（小規模）

k）エネルギー保全と改良

（2）環境影響評価用プロジェクト

a）ダム・貯水池

b）製材プロジェクト

c）工場（大規模）、工業地帯、大規模な拡張、リハビリ・改良を含む

d）灌漑・排水、洪水管理（大規模）

e）水産養殖（大規模）

f）土地の地盤整備

g）鉱山開発（石油・ガスを含む）

h）港湾開発

i）入植地

j）土地の回復・新規開発

k）河川流域開発

l）火力・水力発電の開発・拡張

m）殺虫剤及び有毒物質の製造・運搬・利用

n）危険廃棄物の処理

o）高速道路、農村道の新規建設又は大規模な改良

出典：ＩＮＰＲＡ、 2000

表５－１　プロジェクトのカテゴリー特定ガイド

注） 農村の下水処理・給水施設は環境報告用プロジェクトのカテゴリーに入れられている

が、なぜか都市の下水処理は環境影響評価用プロジェクトにも入れられていない。
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（2）環境・天然資源法の制定以後

　今回制定された環境・天然資源法は、第 38 条で環境影響評価の手続きを定めている。環

境及び天然資源を保護し、それを管理及び起こり得る弊害を軽減するために以下の手続きで

環境影響評価を行う。1）事業内容の届け出、2）環境評価（環境庁）、3）環境影響調査の実

施、4）報告書の提出、5）環境の認可、6）環境の許可、7）環境庁の監理・監督。

　また、第 40 条では環境影響が心配されるプロジェクト等について環境影響評価の実施を

義務づけている。「環境に影響するプロジェクト、インフラ、工業、その他の活動は、環境・

天然資源省の環境許可あるいは環境免許を受けなければならない」。

　また、第41条は、環境影響評価の対象のプロジェクト及び活動をあげている。その15項

では環境衛生システム（下水道、上水道、下水処理場、家庭・産業廃棄物、固体・液体・気

体廃棄物）をあげている。

　したがって、本件の下水システム改善計画等のような計画は環境影響評価の対象になる。

しかし、現時点では環境影響評価を義務づけた環境・天然資源法は制定したものの政権の交

代等により組織実施体制ともに不完全な状況でいまだ環境影響評価は試行錯誤の段階にあ

る。

　本格調査のＥＩＡの実施にあたっては、環境・天然資源省と緊密な連携をとり、省のス

テァリング・コミッティーへの参画や省への各段階でのレポート提出を通じ、意見聴取を行

うなかでＥＩＡを進めることが必要である（この点は、環境・天然資源省の打合せでこのよ

うな方向で進めることで了解を得た）。

　本件調査では、Ｍ／Ｐの段階ではＥＩＡの必要性は少ないものの、Ｆ／Ｓの段階、例え

ば、リセイ市の下水処理場計画についてはＥＩＡが必要となると思われる。その環境影響評

価内容については環境・天然資源省と協議し進める必要がある。

　なお、天然資源・環境省に対するヒアリングによれば、ドミニカ共和国には過去にＥＩＡ

が行われた事例が数十件存在するが変電所、観光開発（主にホテル建設）、鉱山開発等で、

下水処理施設に関するＥＩＡが実施された事例は存在しないとのことであった。

５－２－３　環境影響評価調査にあたっての留意点

　本案件は、下水システム改善計画であり、水質改善を目的としているので環境に悪影響を与え

るものではないと思われる。しかし、環境・天然資源法によればＥＩＡの対象事業のリスト（第
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41 条の 15 項）に、Sistemas de saneamiento ambiemtal が入っている。

　ＥＩＡ許可を受けるためには、本件調査は、Ｍ／Ｐの段階ではＥＩＡの必要性は少ないもの

の、Ｆ／Ｓの段階で実際にＥＩＡを実施する必要がある。実施する場合、①どの機関にＥＩＡを

依頼したら良いか。②その場合、ＥＩＡ調査の具体的な内容（詳細）について調査開始時に環境・

天然資源省環境影響評価担当者とよく打合せを行う必要がある。

　また、事前調査現時点では、環境・天然資源法は制定したものの政権の交代等によりその実施

体制ともに不完全で下水道に関するＥＩＡの経験はドミニカ共和国にはないので試行錯誤の状態

にある。本格調査のＥＩＡは、環境・天然資源省と緊密な連携をとり、担当者と十分な意見聴取

を行うなかでＥＩＡを進めることが必要である

５－２－４　産業排水の規制

　産業排水の規制（排水の水質基準）については、NORMA436 で定めているが現在、新しい環

境・天然資源法の制定に伴って見直し作業を進めている。また、別にＩＮＰＲＡが臨時に産業排

水を監理指導するために用いている排水基準 Nordom23:1-001(1991)がある（表 5-2 参照）。

　この排水基準を守らないと何らかの責任を課すとしており、下水道に放流する場合でもこの基

準を守る必要があるとしている。

表５－２　指導排水基準

基準（最大値）

35℃

1.0

200μ

2000

1,500

1,200

5-10

1,000

70

50

0.5

5-10

　　　　項目

水温（℃）

SS(ml/L)(1 hour)

色

電気伝導度(μS/cm)

SS(mg/L)

TSS(mg/L)

pH

SO4(mg/L)

COD(Cr) (mg/L)

BOD(mg/L)

Cr(mg/L)

DO(mg/L)

物理的項目

化学的項目

（出典：Nordom23:1-001,1991）
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５－３　スクリーニングとスコーピングの結果

　ＪＩＣＡ開発調査環境配慮ガイドライン「Ⅶ．下水道計画」国際協力事業団編（1994年１月発

行）（以下「ガイドライン」という）に準じ、ドミニカ共和国側の意見、状況説明及び現地調査

の結果を踏まえ、スクリーニング及びスコーピングを行った。

５－３－１　スクリーニングの理念

　スクリーニングは、以下に示す理念に基づいた具体的な視点に立って、本格調査での下水シス

テム改善計画の策定にあたってＥＩＡが必要か否かの判断を行った（新しい環境・天然資源法で

は、本案件のような下水道施設に関する計画はＥＩＡの必要性が明示されている）。

（1）下水システム改善計画が計画対象地域の関連住民の生存、生活に悪影響を与えないように

し、当該地域の持続的な開発・発展を確保しつつ、社会生活に十分な便益をもたらすように

する。

（2）下水システム改善計画が、現況の自然環境を著しく損なわず、また貴重な環境及び自然

資源を保全し、将来にわたって調和のとれた環境を維持する。

５－３－２　プロジェクト概要と立地環境

　本計画のプロジェクト概要及び調査対象地域である３都市（サンティアゴ市、リセイ市､タン

ボリル市）の立地環境について述べると次のとおりである。

（1）プロジェクト概要

　プロジェクト概要は表５－３のとおりである。

（2）プロジェクト立地環境

　プロジェクト立地環境は表５－４のとおりである。

1）サンティアゴ市

　サンティアゴ市では分流式下水道網がある程度整備されているが、下水処理場は、

ほとんど機能しておらず、下水は未処理の状態でジャケ・デル・ノルテ川に排出され

ている。サンティアゴ市から発生する汚水量は約28万m3／dayと推定されているが、

既存の下水システムの処理能力は 8,000m3 ／ day 以下と見積もられている。

2）リセイ市　

　リセイ市では一部下水道網の整備が行われているが、下水処理場はなく下水は未処

理の状態でジャケ・デル・ノルテ川に排出されている。

3）タンボリル市

　タンボリル市では分流式下水道網が一定程度整備されている。集水された下水は、
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一定程度処理された後、ジャケ・デル・ノルテ川に排出されている。

５－３－３　スクリーニングの結果

　スクリーニングの結果を表 ５－５に示す。このスクリーニングの結果より、影響を受けるおそ

れのある項目がある。また、本プロジェクトは環境・天然資源法でもＥＩＡの対象となっている

ためＥＩＡを実施すべきであると判断し、ドミニカ共和国側と事前調査団との打合せのなかで双

方よく協議して本本格調査の環境影響評価の調査を進めることで了解した。

５－３－４　スコーピングの結果

　開発プロジェクトの考え得る環境インパクトのうち、重要と思われるものを見いだし、それら

を踏まえたうえでＥＩＡの重点分野あるいは重点項目を明確にする。ガイドラインに従ったス

コーピングチェックリストを表 ５－６に示す。

（1）検討条件

1）検討対象時期

　検討対象時期は供用開始前及び供用開始後とする。

2）検討対象とする空間的範囲

　空間的範囲は施設周辺とする。

3）環境インパクトの対象

　環境インパクトの対象は、基本的に現況の環境に与えるマイナスの影響とする。

（2）インパクトが見込まれる環境項目

　下水処理場の計画（規模、処理方法、汚泥処理・処分法及び処分地等）が未定な現段階で

は、未定の事項の項目が多く評定は困難である。このような状況のなかでインパクトが見込

まれる環境項目、もしくは不明な環境項目を大分類すると、次の５項目となる。

1）処理場の計画（規模、処理方法、汚泥処理・処分法及び処分地等）について

ａ．汚泥の処理

　処理場より発生する汚泥は、焼却か、処理場に隣接する処分場にて埋立処分を行

うことになる。今後の調査で処理・処分法や処分位置が検討されることにより環境

影響が懸念される。

ｂ．悪臭

　下水処理場、汚泥処分場等からの立地と風向きによってはこれらの施設から発生

する悪臭が地域住民に悪影響を与えるおそれがある。
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ｃ．処理場建設に伴う景観への影響

　計画建設される施設は周辺の景観に調和しないおそれがある。

ｄ．地震及び風水害による施設への影響

　計画建設される施設が地震の影響を受けるおそれがある。

2）下水道計画について

ａ．下水処理場から排出する負荷の影響

　下水処理水が川に放流されることにより、放流地点の下流部の環境への影響が懸

念される。

－下流部に位置するジャケ・デル・ノルテ川から取水する上水道及び農業用用水源

への影響

－最下流部のモンテクリスティ国立公園の生態系への影響

　以上の検討結果をまとめた総合評価を表 ５－７に示す。

５－３－５　環境影響評価（ＥＩＡ）実施についての考え方

（1）ＥＩＡの必要性

　サンティアゴ市、リセイ市及びタンボリル市では下水道網が一部整備されているが、既存

の下水処理場は、ほとんど稼働しておらず下水は未処理のままジャケ・デル・ノルテ川に放

流され、河川水汚染の原因となっている。また、下流では、ジャケ・デル・ノルテ川は上水

道の水源、農業用水源に利用されている。最下流部には、モンテクリスティ国立公園もあ

り、生態系への影響も危惧されている。そのため、特にサンティアゴ市の都市下水が流入す

る下流部では大きな環境問題となっている。

　これらの問題を解決するために上述の３都市の下水システム改善計画を実施するものであ

り、環境に対するプラスのインパクトが強い事業である。すなわち、本計画は、下水システ

ム改善によりドミニカ共和国で最大の河川ジャケ・デル・ノルテ川の水質保全、ジャケ・デ

ル・ノルテ川及びモンテクリスティ国立公園の生態系保全を行うものであり、国内最大河川

のジャケ・デル・ノルテ川の水質改善という面で、大きく貢献するものと考える。

　しかしながら、下水処理施設の建設に伴う処理水の放流先のジャケ・デル・ノルテ川水域

への影響、処理場から発生する悪臭、汚泥処分に伴う保健衛生及び施設建設に伴う景観の阻

害等の問題など、下水処理施設の建設に伴うマイナス・インパクトの可能性もあり、計画に

あたっては、新たに設定された環境・天然資源法に基づいてＥＩＡを実施する必要がある。
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（2）ＥＩＡの実施にあたっての留意点

　ＥＩＡは以下のことを考慮して実施する必要がある。

1）ＥＩＡの実施

　2000年８月に施行されたドミニカ共和国環境・天然資源法（法令6418－2000年１）

に基づいてＥＩＡを実施する必要がある。

2）ＥＩＡの検討内容

a）下水処理場の処理水の放流による水域への影響

　ジャケ・デル・ノルテ川の河川水は、モンテクリスティ市においては上水道の水

源としてまた、農業用用水源として利用されている。したがって各計画対象都市の

下水未処理水がジャケ・デル・ノルテ川に放流される場合その影響を検討する必要

がある。特に糞便性大腸菌の影響を調査する必要がある。また最下流に位置するモ

ンテクリスティ国立公園の生態系への影響を調査する必要がある。

b）汚泥処分方法に伴う保健衛生への影響

　汚泥処分の方法が不明確では発生する汚泥によって二次汚染を発生させることが

心配される。処分場所の立地及び処分方法について住民への保健衛生上の問題がな

いかどうか検討する必要がある。

c）処理場及び処分場からの悪臭の影響

　下水処理場、汚泥処分場等の立地と風向きによってはこれらの施設で発生した悪

臭が地域住民に悪影響を与えるおそれがある。したがってこれら影響を検討する必

要がある。

d）施設建設に伴う景観への影響

　ドミニカ共和国では計画される施設が周辺の景観に調和する必要がある。した

がって計画される施設は景観に調和するように計画する必要がある。

e）計画建設施設への地震及び風水害の影響

　地震及び風水害による計画施設への影響を調査する必要がある。

　なお、ＥＩＡの内容については環境保護庁（ＩＮＰＲＡ）担当者とも打ち合わせた結果、

下水道に関するＥＩＡを実施した経験がないため評価内容等について未定な部分が多い。し

たがって、ＥＩＡ調査項目の設定、ＥＩＡの手続きにあたっては念のため、調査開始時、環

境・天然資源省と調査団の間で再確認する必要がある。
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６．主要面談者リスト

機関 名前 部署 役職

（ドミニカ共和国側）

１．サンティアゴ市上下水道公社（ＣＯＲＡＡＳＡＮ：Corporacion del Acueducto y Alcantarillado

de Santiago）

Rafael F. Domí nguez 総裁

Antonio Yokoyama 環境衛生部長

Manuel Garcia 技術部長

Alexandra Hilario Civil Engineer

Susana Franco Civil Engineer

２．大統領府技術庁（ＳＴＰ：Secretario Tecnico de la Presidencia）

Julio Enrique Gaminero Sanchez 副総裁

３．水利庁（ＩＮＤＲＨＩ：Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos）

Gilberto Reynoso 副総裁

José Raúl Pérez 計画部長

Vicente Jimenez サンティアゴ事務所 Civil Engineer

Pedro Hernandez サンティアゴ事務所 Civil Engineer

Marino Abreu P. サンティアゴ事務所 Agricultural Engineer

４．サンティアゴ県（Gobernador Provincial de Santiago）

Victor Mendez 県知事

５．サンティアゴ市（Ayuntamiento del Municipio de Santiago）

Héctor Grullón Moronta 市長

José Alberto Cruz 市長公室長

６．公共事業省（ＳＥＯＰＣ：Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones）

Juan Santana サンティアゴ地方局 地方局長
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（日本側）

　１．在ドミニカ共和国日本大使館

赤沢　正人 大使

田中　忠重 二等書記官

　２．ＪＩＣＡドミニカ共和国事務所

高橋　臣夫 所長

白井　宏明 所員

José Darí o Contreras A. ナショナルスタッフ

　３．ＪＩＣＡアメリカ合衆国事務所

田口　徹 所長

柏谷　亮 次長

上野　哲宏 所員

Anjali Patel ナショナルスタッフ

　４．ＪＩＣＡ専門家

羽田　由紀子 大統領府技術庁 開発計画

　５．ＪＩＣＡシニアボランティア

高瀬　孝仁 サンティアゴ市 都市計画

　６．ＪＯＣＶ

品川　具博 水利庁計画部 農業土木

仲亀　英子 水利庁アルトジャケ事務所 農業土木

（その他）

　米州開発銀行（ＩＤＢ）

Iván Montalvo-Garcí a Environment and Natural Resources ManagementDivision,

Regional Operations Department2

Senior Specialist

Mariko Russel Financial Support Services Subdepartment

Operations Officer

Trinidad Zamora ドミニカ共和国事務所 Espacialista Infrastructura
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９．ローカルコンサルタントリスト

　現地再委託業務（エンジニアリングサービス、地形測量、土質調査、環境影響評価、水質分析）

に関し、当該業務に経験豊富なローカルコンサルタント、研究機関について調査した結果は以下

のとおり。

（1）エンジニヤリングサービス、地形測量、土質調査

① ＩＡＣＡＲＩＢＥ（Ingenieria Ambiental del Caribe, S.A.）

住所：Av. Francia #1, 2 Nivel, Santiago de los Cabelleros

電話：(809)724-7073　Fax：(809)583-8464

E-mail ID：ar.rosario@codetel.net.do

面談者：Ing. Ervin De Js. Vargas Jerge, Magister en Engenieria Ambiental

特徴：サンティアゴ市にある上下水道・環境関連のコンサルタントで、1999 年に個人営業

していた技術者たちが集まって会社を設立。現在、社員は専属の技術者が４名で、契

約ベースの技術者が 12名。ドミニカ共和国の上下水道・環境部門のコンサルタント

会社は、市場がまだ小さいためか専属で多数の技術者を抱える会社はなく、小規模な

個人営業のコンサルタント会社がジョイントして業務を行う形態が一般的となってい

る。ＩＡＣＡＲＩＢＥ社はサンティアゴ市では最大手のコンサルタントである。環境

庁出身の技術者もおり、大学とも良好な関係にあり、個人コンサルタント時代からＣ

ＯＲＡＡＳＡＮの仕事を行っている。

設計用のCADはAuto CADを所有。プロッターはなし。図面のプリントアウトは外

部の専門会社に委託。

② ＥＣＯＳＹＳ（Environmental Control Systems）

住所：Calle C#16, Reparto del Este, Santiago de los Cabelleros

電話：(809)729-4236　Fax：(809)241-0365

E-mail ID：mcgaia@codetel,net.do

面談者：Ing. Miguel A. Cabrera B., Presidente

特徴：サンティアゴ市にある上下水道・環境関連のコンサルタントで1996年に設立。現在、

専属の技術者は建設部門を含め３名。兄弟会社にQWC（下水処理場の機械の輸入）

と AGUAKEM（下水処理場の薬品供給・フィンランドの会社の代理店）があり、

ＣＯＲＡＡＳＡＮの下水処理場の流量計、ポンプ等の機械設備や薬品の納入を行って

おり、ＣＯＲＡＡＳＡＮの下水処理場の設備機器に精通している。
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設計用の CADは Auto CADを所有。プロッターはYHP350C を所有。

③ DEVEAUX & BREA, S.A.

住所：Danae No.1, Gazcue, Santo Domingo

電話：(809)689-9717　Fax：(809)689-1862

E-mail ID：dj.deveaux@codetel.net.do

面談者：Ing. Dasio J. Deveaux, Presidente

特徴：サントドミンゴ市にある灌漑を中心とした水環境関連のコンサルタントで 1974 年に

設立。ＩＮＤＲＨＩ（水利庁）を中心に、ＣＡＳＳＤ（サントドミンゴ上下水道公社）

やＩＮＡＰＡ（国家上下水道庁）で業務を行っている。また、ＩＤＢ、ＧＴＺ等の国

際援助機関の業務も行っている。ＣＯＲＡＡＳＡＮでは上水道の業務経験がある。現

在、社員は専属の技術者が４名で、契約ベースの技術者をプロジェクトごとに雇用し

ている。

設計用のCADはAuto CADを所有。プロッターはなし。図面のプリントアウトは外

部の専門会社に委託。

④ＡｙＡ（Acueductos y Alcantarillados, C. por A.）

住所：Euclides Morillo No.37, Arroyo Honda, Santo Domingo

電話：(809)565-2990　Fax：(809)565-2966

E-mail ID：－

面談者：Ing. Mario Emilio Almonte C.

特徴：サントドミンゴ市にある上下水道専門のコンサルタントで1962年に設立。ＣＡＳＳＤ

（サントドミンゴ上下水道）の設計業務を 1960 年代から継続して行っており、

ＣＡＳＳＤに関する膨大な資料がある。現在、専属の技術者はの２名（父と息子）で、

契約ベースの技術者をプロジェクトごとに雇用している。

設計用のCADはAuto CADを所有。プロッターはなし。図面のプリントアウトは外

部の専門会社に委託。

⑤ＳＴＡＣＡ（Servicios Tecnicos Aerofotogrametricos, C. por A.）

住所：Calle Santiago No.203, Santo Domingo

電話：(809)685-3484　Fax：(809)682-3371

E-mail ID：staca.sepia@codetel.net.do

面談者：Mr. Jose Joaquin Ceron R. Presidente
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特徴： サントドミンゴ市にある測量専門会社。1976 年に設立されて会社で、GIS、GPS に

よる地図製作も行っている。

　　

（2）環境影響評価

①ＩＮＤＯＴＥＣ（Instituto Dominicano de Tecnologia Industrial）

電話：(809))566-8121/29・227-8810　Fax：(809) 227-8808/09

E-mail ID:indotec@codetel.net.do/indotec@tricom.net

面談者：Mr. Frank H Richardson

特徴：中央銀行傘下の工業技術院。工業製品・食料品等の品質検査を実施している。

環境影響評価は今までに観光開発等を中心に数十件実施している。

②ＩＡＣＡＲＩＢＥ（Ingenieria Ambiental del Caribe, S.A.）

住所：Av. Francia #1, 2 Nivel, Santiago de los Cabelleros

電話：(809)724-7073　Fax：(809)583-8464

E-mail ID：ar.rosario@codetel.net.do

面談者：Ing. Ervin De Js. Vargas Jerge, Magister en Engenieria Ambiental

特徴：上述のとおり。

（3）水質分析

①ＩＮＤＯＴＥＣ（Instituto Dominicano de Tecnologia Industrial）

電話：(809))566-8121/29・227-8810　Fax：(809) 227-8808/09

E-mail ID：indotec@codetel.net.do/indotec@tricom.net

面談者：Dra. Virginia Rojas Alan

特徴：中央銀行傘下の工業技術院。工業製品・食料品等の品質検査を実施している。分析

能力も高いと思われるが分析単価が全体的に高い。

②ＩＮＡＰＡ（Institute Naccional de Aguas  Potables y Alcantarillados）

電話：(809)566-1241/49　

面談者：Lic. Margarita Morilla

特徴：地方の上下水道を担当する水道公社。地方の水道水の水質分析を行っている。水質

分析の単価は比較的安い。
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③ＩＮＤＲＨＩ（Institute Nacional de Recursos Hidraulicos）

電話：(809)532-3271　

面談者：Agrirtriea Garcia

特徴：水利庁（ＩＮＤＲＨＩ）の水質モニタリングサンプルの分析を行っているが機材等の

設備が不十分で依頼分析への対応は現在のところ不可とのことである。BOD等の分

析は不可。
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